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議案第２号 

 

   専決処分の承認を求めるについて 

 

 令和７年度行田市一般会計補正予算（第７回）について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。 

 

令和８年２月１８日提出 

 

行田市長 行 田 邦 子 
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処分第２号 

 

専  決  処  分  書 

 

   令和７年度行田市一般会計補正予算（第７回） 

 

 上記の予算を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分する。 

 

令和８年１月１９日 

 

行田市長 行 田 邦 子    
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   令和７年度行田市一般会計補正予算（第７回） 

 

 令和７年度行田市一般会計補正予算（第７回）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 45,553 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,108,264 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年１月１９日専決処分 

 

行田市長 行 田 邦 子    

 



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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第 1 表 歳  入  歳  出  予  算  補  正

1  歳 　 入

15 県支出金 2,408,818 44,599 2,453,417

 3 委託金 230,033 44,599 274,632

19 繰越金 1,262,215 954 1,263,169

 1 繰越金 1,262,215 954 1,263,169

歳 　 　 入 　 　 合 　 　 計 33,062,711 45,553 33,108,264



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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2  歳 　 出

 2 総務費 3,603,941 45,553 3,649,494

 4 選挙費 78,924 45,553 124,477

歳 　 　 出 　 　 合 　 　 計 33,062,711 45,553 33,108,264



（ 歳 　 入 ） （単位：千円）
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款 補正前の額 補　正　額 計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 　 総 　 括

県支出金 2,408,818 44,599 2,453,417 15

繰越金 1,262,215 954 1,263,169 19

33,062,711 45,553 33,108,264歳 　 　 入 　 　 合 　 　 計



（歳　出） （単位 千円）

款 補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

補 　 正 　 額 　 の 　 財 　 源 　 内 　 訳

特 　 　 定 　 　 財 　 　 源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一　般　財　源
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  2 総務費 3,603,941 45,553 3,649,494 44,599 0 0 954

歳　出　合　計 33,062,711 45,553 33,108,264 44,599 0 0 954
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15 款　県支出金　44,599千円 15 － 3 － 1　総務費委託金（単位：千円）

2   歳　入

科　　　目

項 目
補正前の額 補 正 額 計

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

 3委託金 230,033 44,599 274,632

　

 1総務費委託金 230,005 44,599 274,604  4 選挙費委託金 44,599 ・衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 44,599

　 　

款合計 2,408,818 44,599 2,453,417
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19 款　繰越金　954千円 19 － 1 － 1　繰越金（単位：千円）

科　　　目

項 目
補正前の額 補 正 額 計

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

 1繰越金 1,262,215 954 1,263,169

　

 1繰越金 1,262,215 954 1,263,169  1 繰越金 954 ・前年度繰越金 954

　 　

款合計 1,262,215 954 1,263,169
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 2 款　総務費　45,553千円  2 － 4 － 4　衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費 （単位：千円）

3   歳　出

科　　　目

項 目
補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源

国  県
支出金

地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

 4選挙費 78,924 45,553 124,477 44,599 0 0 954

　

 4衆議院議員総 0 45,553 45,553 44,599 0 0 954  1 報酬 2,722 ◎ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 45,553

選挙及び最高 　 執行費

(内　訳)裁判所裁判官  3職員手当等 14,535

国民審査執行 　  1・投票所管理者報酬 476

費  4共済費 145 ・投票所立会人報酬 756

　 ・開票管理者報酬 17

 7報償費 157 ・開票立会人報酬 299

　 ・期日前投票所管理者報酬 165

 8旅費 366 ・期日前投票所立会人報酬 256

　 ・会計年度任用職員報酬 753

10需用費 5,760  3・時間外勤務手当 13,954

　 ・一般職その他の手当 581

11役務費 6,516  4・会計年度任用職共済組合負担金 69

　 ・会計年度任用職社会保険料 76

12委託料 10,975  7・謝金 54

　 ・報償品費 103

13使用料及び賃借料 2,232  8・費用弁償 364

　 ・普通旅費 2

17備品購入費 2,145 10・消耗品費 757

　 ・印刷製本費 4,500

・修繕料 473

・燃料費 30

11・郵便料 4,415

・電話料 54

・電話架設料 184

・通信料 24

・運搬料 440

・手数料 1,399

12・掲示板設置撤去委託料 2,530

・選挙事務従事者派遣委託料 3,284

・看板等作成委託料 2,797

・資料配送委託料 163

・警備委託料 284

・ＯＡシステム改修委託料 105

・電算委託料 1,812

13・ＯＡシステム利用料 88

・ＯＡ機器借上料 1,703

・器具・機材借上料 83
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 2 － 4 － 4　衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費 （単位：千円）

科　　　目

項 目
補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源

国  県
支出金

地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

・自動車借上料 28

・会場借上料 330

17・事業用器具費 2,145

款合計 3,603,941 45,553 3,649,494 44,599 0 0 954


